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高齢化が進む中、市民一人ひとりが活力ある社会生活を営むためには、年齢を重ねて

も自立した生活が送れるよう健全な身体を作ることが大切です。 

高齢期において自立を妨げる主な要因は、加齢による身体機能の低下、高血圧や糖尿

病など生活習慣病の重症化によるものです。身体機能は、胎児期から成人期にかけて完

成し、壮年期以降徐々に低下します。また生活習慣病は、長期にわたる不適切な生活習

慣の積み重ねだけでなく、母体の健康状態や出生状況など胎児期からの身体状況が影響

します。 

そのため、一人ひとりが規則正しい生活習慣を確立し、胎児期から身体を健康に保つ

力を身につけ、身体機能を高く維持し、加齢による身体機能の衰えを抑制しながらいつ

までも自立した生活が送れる身体の健康づくりが重要です。 

このようなことから、ライフステージを次のように７つに分け、生活習慣病の発症予

防及び重症化予防に向け、身体の発達や成長に応じ生涯にわたり途切れることない健康

づくりを推進します。 

また、口は身体の健康づくりの源である食の入り口であることから、歯と口腔を健康

に保つことは重要なことです。このため歯・口腔に関する取組は、今後策定する「第２

次大村市歯科保健計画」に沿って推進します。 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本目標１】 ライフステージに応じた身体の健康づくり 

子どもから高齢者まで規則正しい生活習慣の確立と、身体の発達や成長に応 

じた健康づくりを推進します。 

【ライフステージの分け方と施策】 

区 分 年 齢 施 策 

胎児期 

（妊娠期） 
   母体の健康づくり 

乳幼児期 
０歳～６歳 

（未就学児） 
生活習慣の基礎づくりと発達促進 

学童期 
７歳～１２歳 

（小学生） 
正しい生活習慣の定着と基礎体力の向上 

思春期 
１３歳～１８歳 

（中学・高校生） 

正しい生活習慣の定着と基礎体力の向上 

及び自己管理能力の育成 

成人期 １９歳～３９歳 健康状態の理解と正しい生活習慣の維持 

壮年期 ４０歳～６４歳 健康状態の把握と正しい生活習慣の維持 

高齢期 ６５歳以上 身体機能の低下抑制 
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０歳　　　　　　　　　       　　　　　　６歳 ７歳　　　　　     　　　　　　　　　１２歳 １３歳　　　　　　　　      　　　　　１８歳 １９歳　　　　　　      　　　　　　　　３９歳４０歳　      　　　　　　　　　　　　　６４歳 ６５歳

胎児期（妊娠期） 乳幼児期 学童期 思春期 成人期 壮年期 高齢期

親の関与 本人の自己管理

施策

普及
啓発

・
学習

健康診査

重症化
予防

（保健指導）

主
　
な
　
取
　
組

ライフステージに応じた身体の健康づくり

◆朝食の欠食 ◆野菜摂取不足、偏食 ◆脂質の摂りすぎ ◆食塩の摂りすぎ ◆過剰なエネルギー摂取 ◆栄養バランスの乱れ ◆よく噛まない・早食い

妊娠高血圧症候群

妊娠糖尿病
低出生体重児

巨大児
小児肥満

課

題

むし歯 歯周病 歯の喪失

メタボリックシンドローム 認知症

人工透析慢性腎臓病

女性の不健康な痩せ

運動能力・体力低下 骨粗しょう症 整形疾患 ロコモティブシンドローム

悪性新生物（がん）

高

身

体

機

能

低

母体の健康づくり
健康状態の理解と

正しい生活習慣の維持
身体機能の低下抑制

高血圧

脂質異常症

糖尿病

循環器疾患

心疾患

脳血管疾患

② 妊婦健康診査

⑤乳幼児健康相談事業

① 母子健康手帳交付

健康相談

新規の取組

⑧ フッ化物洗口事業

③ ハイリスク妊婦への
保健指導

④乳幼児への食育推進

⑥ 赤ちゃん訪問事業

⑦次世代むし歯予防対策事業

⑨乳児 1歳6か月児 3歳児

健診 健診 健診

⑩保育所・幼稚園児健診

⑫ 未熟児養育事業

⑥ 赤ちゃん訪問事業

⑭ 保護者への食育推進

⑬ 児童生徒への食育推進

⑮ 学校体育の推進（体力向上）

⑱ 児童生徒の健康診断

⑯ 保健推進事業

⑲ 健康相談 ・ 保健指導

⑰ 学校健康教育の推進

㉑ 事業所での健康教育

㉒ 若年者健康診査

㉔ 歯科健診事業

㉓ がん検診（子宮：20歳～、胃・肺・大腸・乳：40歳～）

㉕ 保健指導・健康相談

㉖ 健康教育事業

㉘ 国民健康保険特定健康診査

㉚ 保健指導 ・ 健康相談

㉛ シルバーパワーアップ事業

㉗ 健康づくりのための地域活動支援事業

㉗ 健康づくりのための地域活動支援事業

㉝ 保健指導

2次予防事業

㉜ 後期高齢者
健康診査

拡充する取組現在行っている取組

※ 主な取組 ： 具体的内容について、各ライフステージの主な取組に記載

㉙ 骨粗しょう症検診

⑪

就
学

時
健
診

◆身体活動量の低下 ◆運動不足 ◆運動習慣の減少

◆過度な飲酒 ◆喫煙

◆生活リズムの乱れ ◆睡眠不足 ◆過度なストレス

◆過度な飲酒

◆喫煙

生
活
習
慣

生
活
習
慣
病
等

健康状態の把握と

正しい生活習慣の維持

⑳ 薬物乱用防止等の教育

正しい生活習慣の定着と

基礎体力の向上

及び自己管理能力の育成

身体機能の低下

身体の完成
第２次性徴

妊婦：ホルモンバランスの乱れ

胎児：母体内での成長

第１次性徴

首すわり

歩行（運動機能の発達）

口腔機能・代謝機能の発達

体内リズムの完成

体格の成長

運動神経の完成

運動能力の発達
代謝能力の低下

生活習慣の基礎づくりと

発達促進

正しい生活習慣の定着と
基礎体力の向上

食生活

運動

休養

飲酒

喫煙
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【この時期の特徴】 

胎児は、母体の血液から栄養素の全てを補給し、成長します。そのため、妊婦はホ

ルモンバランスや胎児の成長による身体の急激な変化により、食生活などが乱れやす

くなります。 

 

【課題と今後の方向性】 

妊婦が食生活の乱れや喫煙などの不適切な生活習慣を積み重ねることにより、妊娠

高血圧症候群＊4や妊娠糖尿病＊5を発症し、低出生体重児＊6や巨大児*7が生まれる可能

性が高く、その後の小児肥満につながりやすくなります。また、そのような妊婦自身

も出産後に高血圧、糖尿病などの生活習慣病を発症しやすくなります。 

妊婦が適切な生活習慣を維持することは、子どもの健やかな発育と出産後の母親の

健康状態の観点から重要なことです。 

  このようなことから、医療機関などと連携を図り、妊婦の喫煙や飲酒など不適切な

生活習慣が母体や胎児に及ぼす影響や、出産後の母子の生活習慣病の発症リスクに関

する知識の普及啓発に取り組みます。 

  

【主な取組】 

 

   

 

 

 

No 事業・取組 概 要 

１ 
母子健康手帳交付 

健康相談 

母子の健康状態を管理するとともに、個別相談や

保健指導を通じて、妊娠・出産・育児に関する正

しい知識を周知する。 

２ 妊婦健康診査 
胎児の発育と母体の健康状態の確認や異常の早期

発見のため、定期的な健康診査を実施する。 

３ ハイリスク妊婦への保健指導 
若年、高齢、疾病を有する妊婦を対象に相談や保

健指導を実施し、母体の健康や胎児の発育を促す。 

（１）胎児期（妊娠期） 

    施策：母体の健康づくり 

*4 妊娠高血圧症候群：妊娠 20週から分娩後 12週までに、高血圧がみられる状態 
*5 妊娠糖尿病：妊娠前に診断された糖尿病ではなく、妊娠中に初めて発見された糖尿病のこと 
*6 低出生体重児：出生時の体重が 2,500g未満の新生児のこと 
*7 巨大児：出生時の体重が 4,000g以上の新生児のこと 
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【この時期の特徴】 

人間の一生の中で心身の発達が最も著しい時期です。首すわり、寝返りなどの運動

機能や精神機能が発達し始めるとともに、４歳から５歳にかけて情緒が完成し、社会

生活に必要な基本的能力が確立します。口腔機能や代謝機能*8 も発達し体内リズム*9

が完成するなど、５歳を過ぎる頃には、脳や内臓、神経の働きもほぼ成人並みとなり、

味覚や嗜好の形成も培われていきます。 

 

【課題と今後の方向性】 

  この時期に運動不足や偏食、高脂肪の間食など不適切な生活が習慣化すると、小児

肥満やむし歯などが起こりやすく、思春期や成人期に糖尿病などの生活習慣病を発症

するリスクが高まります。 

  乳幼児の健全な発育や発達を促進するには、発達段階にあった食事、身体活動、正

しい歯みがきなど規則正しい生活習慣の基礎づくりが重要であるとともに、保護者の

生活習慣や子どもへの関わりが大きな影響を及ぼします。  

このようなことから、保育所、幼稚園など子育てに関係する機関と連携しながら、

保護者が子どもの成長発達や規則正しい生活習慣の重要性を理解できるよう普及啓

発を図り、乳幼児の規則正しい生活習慣を確立し健全な発達を促進します。 

  

 【主な取組】 

No 事業・取組 概 要 

４ 乳幼児への食育推進 

子育て支援センター、保育所、幼稚園などにおい

て子どもと保護者を対象に、食育の講話や調理実

習などを通じて、乳幼児の規則正しい食習慣の定

着を図る。 

５ 
【拡充】 

乳幼児健康相談事業 

健康相談や離乳食教室などを開催し、乳幼児の発

達に関する指導助言を実施する。 

【拡充内容】乳幼児の発達段階に応じた基本的な

生活習慣の重要性に関する講座を開催する。 

（２）乳幼児期（０歳～６歳：未就学児） 

   施策：生活習慣の基礎づくりと発達促進 

*8 代謝機能： 食べ物の栄養分を加工処理し、身体に必要なものを取り入れ、老廃物を排出する働き 

*9 体内リズム：脳の成長と規則正しい生活習慣により、昼間は活動、夜は休むという 24時間のリズム 
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６ 
赤ちゃん訪問事業 

（乳幼児全戸訪問） 

乳児の家庭を全戸訪問し保健指導や子育ての情報

提供を行う。また、乳児の順調な発育や産後の母

親の体調などを把握し、支援を必要とする家庭に

継続的な訪問指導や子育て支援サービスを提供す

る。 

７ 次世代むし歯予防対策事業 

１歳６か月児健康診査において、むし歯予防に関

する情報を提供するとともに、フッ化物歯面塗布

を実施する。 

８ 
【新規】 

フッ化物洗口事業 

むし歯予防のため、保育所や幼稚園に通所する４、

５歳児を対象にフッ化物洗口を実施する。 

９ 

乳児健康診査 

１歳６か月児健康診査 

３歳児健康診査 

乳幼児の発達状況の確認や病気や障害を早期に発

見するため健康診査を実施し、その結果に基づき

必要な治療や療育につなげ、日常生活の指導を行

う。 

10 保育所・幼稚園児健康診断 

入所児童の健康の保持増進を図るため、年に２回

の定期健康診断を実施し、健診結果に基づき治療

の勧奨や日常生活の指導を行う。 

11 就学時健康診断 
就学予定児の心身の状態を把握するとともに、教

育上及び保健上必要な助言を行う。 

12 未熟児養育事業 

医療を必要とする未熟児に対し、養育に必要な医

療の給付を行う。また、退院後に訪問指導を実施

し、未熟児の順調な発育や産後の母親の体調管理

を支援する。 
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【この時期の特徴】 

  学童期に入ると個人差はありますが体格が大きく成長し、運動機能や運動能力も著

しく発達してきます。高学年になると内分泌*10の変化に伴い、徐々に男女の違いがみ

られてきます。様々な学習を通して食生活や運動などに関する知識を習得し、生活習

慣が徐々に確立されていく時期です。 

 

【課題と今後の方向性】 

  成長が著しいこの時期は、活発な身体活動と十分なエネルギーやバランスの取れた 

食事が必要です。しかし、日常生活における身体活動の機会の減少などを背景に、運 

動能力や体力が低下している傾向があります。また、偏食、野菜の摂取不足、高脂肪 

の食事や間食の摂りすぎなどにより小児肥満、むし歯、糖尿病などを発症するケース 

がみられており、今後の成長や発達への影響が懸念されます。 

このようなことから、家庭、学校、地域などと連携を図り、乳幼児期に培った規則

正しい生活習慣を成長に合わせて継続し、運動能力及び基礎体力の向上を促進します。 

 

【主な取組】 

No 事業・取組 概 要 

13 児童生徒への食育推進 

発育段階に応じて食への理解を深め、食を適切に選

択する力を身につけることや調理に関する基本的技

能を習得し、健全な食生活を実践できるよう指導を

行う。 

14   保護者への食育推進 

保護者に対し、給食献立表や食育便りの配布、給食

試食会の実施などさまざまな機会を通じて食育の大

切さを伝える。 

15 学校体育の推進（体力向上） 

児童の健康の保持増進と体力向上のため、児童生徒

体力・運動能力調査を実施し、その結果を体育科や

健康などに関する授業の改善に活かす。また、体育

的行事の充実を図る。 

（３）学童期（７歳～１２歳：小学生） 

  施策：正しい生活習慣の定着と基礎体力の向上 

*10 内分泌：ホルモン分泌のこと。この時期では、性ホルモンが上昇することが大きな特徴である。 
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16 保健推進事業 

児童生徒の健康に関する意識を高めるため、学校保

健委員会、ＰＴＡ保健安全活動などの実践発表会を

実施する。 

17 学校健康教育の推進 

健全な生活習慣を身につけられるよう体育科などと

関連する教科や特別活動において、健康と食や運動

に関する指導を行う。 

８ 
再掲【新規】 

フッ化物洗口事業 

むし歯予防のため、小学校においてフッ化物洗口を

実施する。 

18 児童生徒の健康診断 

児童の発育状況や健康状態を把握するため定期健康

診断を行い、その結果に基づき、必要な児童に対し

治療の勧奨や保健指導を実施する。 

19 健康相談・保健指導 

子どもの疾病や健康状態、心身の悩みについて、児

童生徒や保護者に対し、栄養教諭や養護教諭などを

中心に相談や保健指導を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆ 運動神経や運動能力が完成する時期は？ ◆◆◆ 

運動神経が完成するには、身体を動かす脳内の神経回路の発達と、筋肉や骨の成長が必要です。 

歩く、物をつかむといった基礎の神経は１歳頃に完成し、運動機能に関する脳の発達のピークは 

２歳から３歳頃です。たくさん動くことで筋肉も発達し、１０歳頃に運動神経が完成します。その後、

１２歳から１４歳頃に心臓や肺が成人並みになることから、持久力は１２歳頃、筋力は１４歳から１６

歳頃に完成します。 

身体の成長や運動機能の発達にあった遊びを十分に行うことで、運動能力がしっかりと培われます。 
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【この時期の特徴】 

 第二次性徴期という成人としての身体が完成する重要な時期です。身体的発達と精

神的発達がアンバランスで情緒不安定になりやすく、保護者からの自立に目覚める頃

です。食事などの生活習慣が自立する時期である一方、クラブ活動や塾などで生活が

不規則になります。 

 

【課題と今後の方向性】 

  この時期は、成長ホルモンによる急激な骨の成長に対し、筋肉の発育が遅れること

で、運動器の障害が起こりやすくなります。第二次性徴期という大事な時期ですが、

中には飲酒や喫煙、薬物などの問題がみられています。また、女子は周囲の目を気に

しやすく、体格を過度に意識し痩身や貧血などが増えており、将来の母体となる身体

への影響が懸念されます。 

このようなことから、十分な身体の完成に向け学童期と同様に、成長に合わせた食

生活や運動など規則正しい生活習慣の定着と基礎体力の向上に取り組みます。また、

「自分の健康は自分で守る」ことへの理解を深め、将来の自立に向けた自己管理能力

を育みます。 

 

【主な取組】 

No 事業・取組 概 要 

13    
再掲 

児童生徒への食育推進 

発育段階に応じて食への理解を深め、食を適切に選

択する力を身につけることや調理に関する基本的

技能を習得し、健全な食生活を実践できるよう指導

を行う。 

15 
再掲 

学校体育の推進（体力向上） 

生徒の健康の保持増進と体力向上のため、児童生徒

体力・運動能力調査を実施し、その結果を保健体育

科や健康などに関する授業の改善に活かす。また、

運動部活動や体育大会など学校行事の充実を図る。 

16 
再掲 

保健推進事業 

生徒の健康に関する意識を高めるため、学校保健委

員会、ＰＴＡ保健安全活動などの実践発表会を実施

する。 

（４）思春期（１３歳～１８歳：中学・高校生） 

  施策：正しい生活習慣の定着と基礎体力の向上 

及び自己管理能力の育成 
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17 
再掲 

学校健康教育の推進 

健全な生活習慣を身につけられるよう保健体育科

を中心として関連する教科や特別活動において、健

康と食や運動に関する指導を行う。 

20 薬物乱用防止等の教育 

保健学習や保健指導において、薬物、喫煙による健

康への害についての正しい知識を習得し、判断力を

身につけられるよう指導を行う。 

18 
再掲 

児童生徒の健康診断 

生徒の発育状況や健康状態を把握するため定期健

康診断を行い、その結果に基づき、必要な生徒に対

し治療の勧奨や保健指導を実施する。 

19 
再掲 

健康相談・保健指導 

子どもの疾病や健康状態、心身の悩みについて、児

童生徒や保護者に対し、栄養教諭や養護教諭などを

中心に相談や保健指導を実施する。 

 

◆◆◆ 脂肪細胞が増える時期は？ ◆◆◆ 

   脂肪細胞の数が増える時期は一生のうち３回あり、１６歳頃に脂肪細胞の数は決まります。 

   （脂肪細胞の数が増える時期） 

１．母親のおなかにいる胎児の時期 

    ２．生まれてから 1歳までの時期 

    ３．思春期の時期 

   成人期、壮年期以降の肥満は脂肪細胞の数が増えるのではなく、脂肪細胞が肥大化し内臓脂肪に蓄

積されていきます。また、一度増えてしまった脂肪細胞は減ることはありません。 

 

  （向陽高校における学校食生活実態アンケートより…） 
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【この時期の特徴】 

 成人としての身体が完成し、就職、結婚、妊娠、出産、子育てなど家庭や社会にお

ける役割とライフスタイルが大きく変化します。運動量の減少、野菜の摂取不足、外

食や欠食による栄養バランスの乱れ、喫煙、飲酒の機会が増えることから、歯周病や

メタボリックシンドローム*11などの生活習慣病になりやすい時期です。 

  

【課題と今後の方向性】 

  生活習慣病の発症を予防するには、自分の健康状態を知っておくことが大切です。

しかし、この時期は職場などで健診を受ける人以外は健診を受ける機会が少ないため、

生活習慣病の発症に気づくことが遅れる傾向があります。 

また、近年、健康に関する情報が氾濫し、自分の健康状態に応じた正しい生活習慣

を適切に判断することや、日頃の忙しさから正しい生活習慣を維持することが難しく

なっています。 

このようなことから、職場などで健診を受ける機会がない人に対し、自分の健康状

態を知るための健康診査を行います。また、事業所などと連携し健康教育や保健指導

の充実を図り、仕事や生活と健康の調和を踏まえ、規則正しい生活習慣が維持できる

よう支援します。 

 

【主な取組】 

No 事業・取組 概 要 

21 
【新規】 

事業所での健康教育 

事業所等において、がん、高血圧、糖尿病などの

生活習慣病や自分の健康状態を知ることの重要性

についての健康教育を実施する。 

22 
【新規】 

若年者健康診査 

職場などで健診を受ける機会のない人（１８歳～

３９歳）を対象に、健康診査を実施する。 

23 がん検診（子宮がん検診） 

がんの早期発見と早期治療を目的に、職場などで

がん検診を受ける機会がない２０歳以上の女性を

対象に、子宮がん検診を実施する。 

（５）成人期（１９歳～３９歳） 

  施策：健康状態の理解と正しい生活習慣の維持 

*11 メタボリックシンドローム：内臓脂肪の蓄積により高血圧や高血糖などをきたした状態のことで、 

心筋梗塞や脳卒中などが起こる可能性が高くなる。 
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プリン体

(cc) （％） （％）

ビール 350 5 × ０．０５ ＝ 17.5 3 × ０．０３ ＝ 10.5 有

日本酒 15 × ０．１５ ＝ 5 × ０．０５ ＝ 有

ワイン 12 × ０．１２ ＝ 2 × ０．０２ ＝

缶チューハイ 8 × ０．０８ ＝ 3 ×
０．０３

(果汁3.3%）
＝

果実酒 13 × ０．１３ ＝ 21 × ０．２１ ＝

養命酒 14 × ０．１４ ＝ 22 × ０．２２ ＝

焼酎（25度） 100 25 × ０．２５ ＝ 25 0 × ０ ＝ 0

ウイスキー
ブランデー

40 × ０．４ ＝ 0 × ０ ＝

＝
A

(　４２．５　）

アルコール量 糖量＝
飲む量　×

（①）
飲む量　×

（①）

アルコールの
種類

自分が
1日に

飲む量

①

アルコール量 糖　量

100cc中の
アルコール

度数

100cc中
の糖分

一日の合計

アルコール
量合計

合計　＝

Ｃ　A　×0.8　＝  B 純ｱﾙｺｰﾙ量

（４２．５）× 0.8 ＝ ( ３４ )

＝

10.5

24 歯科健診事業 

口の健康への意識の高揚を図り、歯周病を予防す

るため、１８歳以上を対象に口腔内健診、口腔内

ケアに関する相談や指導を実施する。 

25 
【新規】 

健康相談・保健指導 

若年者健康診査の結果に基づき、治療の勧奨や生

活習慣改善に向けた相談や保健指導を実施する。 

 

◆◆◆ 生活習慣病の危険性を高める飲酒量とは？ ◆◆◆ 

 ○節度ある適度な飲酒量は、 

男性：1日平均純アルコール摂取量が 20ｇ程度  女性：1日平均純アルコール摂取量が 10ｇ程度 

  ○生活習慣病の危険性を高める飲酒量は、 

   男性：毎日 1日の純アルコール摂取量 40ｇ以上  女性：毎日 1日の純アルコール摂取量 20ｇ以上  

   

アルコールの種類によっては、糖質もあることから、カロリーをとりすぎてしまいます。 

   

【アルコールの種類別 アルコール量と糖量】 

例）ビール 350㏄と焼酎 100㏄の場合…（※自分の飲む量からアルコール量と糖量が分かります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･ 

 

 

アルコールから摂ったエネルギーを、ご飯に換算すると… 

【Ｂ(  34 )g×7kcal】＋【Ｃ（ 10.5 ）g×4kcal】＝Ｄ( 280 ）kcal÷160kcal＝(１.７５) 杯分 

（ごはん 100ｇ相当） 
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【この時期の特徴】  

家庭や社会における責任が増え、日頃の忙しさから自らの健康状態に意識が向かず、

不規則な食生活や運動不足、過度な飲酒、喫煙などの生活習慣が慢性化しやすい時期

です。代謝能力など身体機能の低下が始まることから、高血圧や糖尿病などの生活習

慣病を発症しやすい時期です。 

 

【課題と今後の方向性】 

日頃の忙しさと生活習慣病の特徴である自覚症状がないことから、高血圧や糖尿病

などの生活習慣病の発症に気づくことが遅れ、生活習慣の改善や必要な治療を行わず

に放置する傾向があります。その結果、高血圧や糖尿病などが悪化し、心疾患、脳血

管疾患、慢性腎臓病などを発症することで、介護が必要になるなど日常生活への影響

が懸念されます。また、がんは生活習慣と大きく関連があり、２人に１人は何らかの

がんに罹患しますが、早期発見、早期治療を行うことで、おおむね９割は完治すると

言われています。しかし、この時期は健康状態を把握するための特定健診やがん検診

を受ける人が少ない状況です。 

このようなことから、事業所などと連携を図り、自分の健康状態を継続的に把握で

きるよう定期的な健診の重要性の周知を図るとともに、受診しやすい環境づくりを進

めます。また、医療機関などと連携した保健指導などを通じ、自分の健康状態にあっ

た必要な治療や正しい生活習慣が維持できるよう支援します。 

 

【主な取組】 

No 事業・取組 概 要 

21 
再掲【新規】 

事業所での健康教育 

事業所等において、がん、高血圧、糖尿病などの生

活習慣病や自分の健康状態を知ることの重要性につ

いての健康教育を実施する。 

26 
【拡充】 

健康教育事業 

生活習慣改善への意識を高め、実践できるよう、町

内会など各種団体を対象に、健診の重要性や生活習

慣病予防に関する講座を開催する。 

【拡充内容】壮年期から心身の機能の低下予防の重

要性について意識を高めるため、介護予防教室と連

動した講座を開催する。 

27 

【拡充】 

健康づくりのための 

地域活動支援事業 

各地域における介護予防の拠点づくりを進めるた

め、地域住民を対象に健康づくりや介護予防などの

講習会を開催する。 

（６）壮年期（４０歳～６４歳） 

  施策：健康状態の把握と正しい生活習慣の維持 
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高脂肪 高塩分

肺 ◎
△

結核

胃 ◎ ○ ○ ○ ○
◎

　ピロリ菌

大腸 △ ○ ○ ○ ○ △

乳 △ △ ○

（閉経後の

肥満）

○
○ ○

子宮
頸部

◎
◎

　ヒトパピロー
マウィルス

家族歴 ホルモン

その他

発症要因

部位
生活習慣　68%

感染
喫煙
30%

食事　　　30% 運動不足

5%
過度な飲酒

3%
肥満

 
 

【拡充内容】地域の活動組織の拡大や人材育成を図

り、地域での主体的な介護予防活動の推進を図る。 

28 
【拡充】 

国民健康保険特定健康診査 

糖尿病などの生活習慣病有病者の減少を目的に、 

４０歳から７４歳までの国民健康保険加入者を対象

に健康診査を実施する。 

【拡充内容】健診受診率向上のため夜間健診など受

診しやすい環境整備や、重症化予防のため検査項目

を追加した健診を実施する。 

29 骨粗しょう症検診 
骨粗しょう症予防のため、骨量が低下する年代の女

性を対象に骨密度検査を実施する。 

23 

再掲 

がん検診 

（胃・肺・大腸・乳がん） 

がんの早期発見と早期治療を目的に、職場などでが

ん検診を受ける機会がない４０歳以上を対象に、胃、

肺、大腸、乳がん検診を実施する。 

24 
再掲 

歯科健診事業 

口の健康への意識の高揚を図り、歯周病を予防する

ため、１８歳以上を対象に口腔内健診、口腔内ケア

に関する相談や指導を実施する。 

30 
【拡充】 

健康相談・保健指導 

生活習慣病の発症予防と重症化予防のため、特定健

診やがん検診の結果に基づき、治療の勧奨や生活習

慣の改善へ向けた相談や保健指導を実施する。 

【拡充内容】重症化予防のため医療機関と連絡票等

を活用した保健指導を実施する。 

 
 
◆◆◆ がんの発症予防と生活習慣 ◆◆◆  

がんは、遺伝子が突然変異を起こすもので、原因が多岐にわたるため予防が難しいと言われてきま 

したが、原因の６８％は生活習慣との関連があり、日常生活の見直しによりがんの発症を予防できると

考えられています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ◎確実    ○ほぼ確実    △可能性あり    空欄 根拠不十分 

 

【参考】国立がん研究センター 科学的根拠に基づくがん検診推進 予防と検診 

 「がんはどこまで治せるのか」「がんの正体」「がんの教科書」 
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総合的な健康支援体制 イメージ図 

 

40歳 64歳 　65歳 74歳

【
現
在
の
取
組

】

【
新
た
な
取
組

】

要
介
護
に
至
る
主
な
要
因
と
経
過

高血圧

糖尿病

脂質異常症

脳

卒

中

認 知 症
加齢に伴う主な機能低下

腰痛・膝関節症
（ロコモティブシンドローム）

生活機能低下者の抽出（二次予防対象者把握事業）

生活機能低下抑制へ向けた支援（二次予防事

生活習慣病に関する学習（健康教育） 介護予防に関する学習（介護予防教室）

レベル５

要
介
護
（（
要
支
援
）

認知機能低下

筋力低下

口腔機能低下

生活習慣病予備群・重症者の抽出 （特定健康診査・後期高齢者健康診査）

生活習慣病の発症及び改善へ向けた支援（保健指導）

生活習慣病・身体機能レベルに応じた段階的な支援（保健指導・二次予防事業）

生活習慣病・身体機能低下抑制に関する学習（健康教育・介護予防教室）

生活習慣病予備群・重症者の抽出 （特定健康診査・後期高齢者健康診査）

生活機能低下者の抽出（二次予防対象者把握事業）

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

スクリーニング・階層化

 

 

 

 

 
【この時期の特徴】 

 加齢による身体の機能低下により様々な疾患を併発しやすく、重症化する傾向があ

ります。また、骨、関節、筋肉などの運動器の障害による転倒や怪我が増え、外出す

ることへの不安、視聴覚機能の低下、歯の喪失などによる会話への影響から他者との

関わりに消極的になるなど、閉じこもり傾向がみられてきます。 

   
【課題と今後の方向性】 

要介護に至る主な要因は、加齢に伴う身体の機能低下と高血圧や糖尿病などの重症

化による脳血管疾患などによるもので、それまでの身体状況や疾患が影響しています。 

高齢者が増加する中、長く自立した生活を維持するには、壮年期から身体機能を低

下させないために規則正しい生活習慣を継続し、生活習慣病が重症化しないようにす

ることが重要です。 

このようなことから、年齢や制度で分断されることなく、身体機能の低下抑制を目

的とした介護予防と生活習慣病予防を連動させた総合的な健康支援体制の整備を進

めます。  

 

 

（７）高齢期（６５歳以上） 

  施策：身体機能の低下抑制 
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【主な取組】 

No 事業・取組 概 要 

26 
再掲 【拡充】 

健康教育事業 

生活習慣改善への意識の向上と行動変容を図るた

め、町内会など各種団体を対象に、健診の重要性や

生活習慣病予防に関する講座を開催する。 

【拡充内容】壮年期から心身の機能の低下予防の重

要性について意識を高めるため、介護予防教室と連

動した講座を開催する。 

27 

再掲【拡充】 

健康づくりのための 

地域活動支援事業 

各地域における介護予防の拠点づくりを進めるた

め、地域住民を対象に健康づくりや介護予防などの

講習会を開催する。 

【拡充内容】地域の活動組織の拡大や人材育成を図

り、地域での主体的な介護予防活動の推進を図る。 

31 シルバーパワーアップ事業 

筋力低下予防を目的に、６５歳以上の自立状態にあ

る人を対象にトレーニングルームや屋内プールの利

用料を減免し、利用促進を図る。 

28 
再掲【拡充】 

国民健康保険特定健康診査 

糖尿病などの生活習慣病有病者の減少を目的に、 

４０歳から７４歳までの国民健康保険加入者を対象

に、健康診査を実施する。 

【拡充内容】生活習慣病の重症化予防と介護予防を

目的に、二次予防対象者把握事業と連動した健診を

実施する。 

32 後期高齢者健康診査 
生活習慣病有病者の減少を目的に、後期高齢者保険

加入者を対象に健康診査を実施する。 

23 

再掲 

がん検診 

（胃・肺・大腸・乳がん） 

がんの早期発見と早期治療を目的に、職場などでが

ん検診を受ける機会がない４０歳以上を対象に、胃、

肺、大腸、乳がん検診を実施する。 

24 
再掲 

歯科健診事業 

口の健康への意識の高揚を図り、歯周病を予防する

ため、１８歳以上を対象に口腔内健診、口腔内ケア

に関する相談や指導を実施する。 

33 
【拡充】 

保健指導・二次予防事業 

生活習慣病の発症予防と重症化予防のため、特定健

診やがん検診の結果に基づき、治療の勧奨や生活習

慣の改善へ向けた相談や保健指導を実施する。 

【拡充内容】医療機関などと連携し生活習慣病の重

症化予防と介護予防を目的に、身体機能レベルに応

じた保健指導を実施する。 
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最終
目標値

年齢等 性別 現状値 年度 Ｈ３５年度

３歳児 男女 ２．４％ H２４ ０％ ①

小学６年生 男女 １．９％ H２４ ０％

中学３年生 男女 ４．９％ H２４ ０％

２０～６０歳代 男女 ８．９％ H２５ ４％(H28) ③

２０～６０歳代 男女 ４８．８％ H２５ ８０％

２０～６０歳代 男女 ６１．０％ H２５ ７０％

２０～６０歳代 男女 ７３．８％ H２５ ９０％（Ｈ28）

４０～７４歳 男女 ４５．７％ H２４ ７０％ ④

２０～６０歳代 男女 ３４．４％ H２５ ３０％ ③

休
養

２０～６０歳代 男女 ２４．０％ H２５ １５％ ③

妊婦 女性 １．０％ H２３ ０％ ⑥

４０～７４歳 男女 １２．４％ H２４ １２％ ④

妊婦 女性 ０％ ⑥

男性 ８．８％ H２４ ７．５％

女性 ２．８％ H２４ ２％

歯 ２０～６０歳代 男女 ７８．６％ H２５ ８５％ ③

飲酒している人の割合

毎日２回以上、歯磨きをしている人の割合

４０～７４歳

運
動

④

１日の平均歩数が４，０００歩未満の人の割合

睡眠による休養が十分にとれていない人の割合

飲
酒

朝食を欠食している人の割合

バランスのとれた食事をしている人の割合
（主食・主菜・副菜が揃った食事を1日２食以上がほぼ毎日である）

減塩に心がけている人の割合

１日１食以上、野菜を食べている人の割合

喫
煙

喫煙している人の割合

運動を習慣的に行っている人の割合
　（１日３０分以上かつ週に２日以上）

分
野

データ
※

市の現状区分

②

食
生
活

指　　　　標

③

今後把握

過度な飲酒   をしている人の割合

*13

*12

最終
目標値

年齢等 性別 現状値 年度 Ｈ３５年度

胃がん ４０歳以上 男女 １６．１％

肺がん ４０歳以上 男女 ２８．３％

大腸がん ４０歳以上 男女 ２７．７％

子宮がん ２０歳以上 女性 ４３．８％

乳がん ４０歳以上 女性 ３５．２％

７５歳未満 男女 ９７．０ H２２
７８．４
（H２７）

⑧
がんの７５歳未満年齢調整死亡率
（人口１０万人あたり）

データ
※

が
ん

検診受診率 H２３
５０％

（Ｈ２８）

分
野

⑦

指　　　　標
区分 市の現状

*13

（８）評価指標 

評価指標は、生活習慣（食生活、運動、休養、喫煙、飲酒）と、生活習慣病（がん、

循環器疾患・糖尿病等、歯科疾患）とに分け、以下のように定めます。 

 

【生活習慣】 

【生活習慣病】 

*12 過度な飲酒：1日あたりの純アルコール摂取量が男性４０ｇ以上、女性２０ｇ以上を毎日飲酒 

*13 年齢調整死亡率：年齢構成の異なる地域間で死亡状況が比較できるよう年齢構成を調整しそろえた死亡率 



             第２次健康おおむら２１計画               

  各  論【基本目標１】 

29 

 

最終
目標値

年齢等 性別 現状値 年度 Ｈ３５年度

出生児 男女 ７．２％ H２３ 減少傾向 ⑧

カウプ指数　　２０以上 ３歳児 男女 ３．３％ H２４ 減少傾向 ①

肥満傾向と判断 小学５年生 男女 ３．５％ H２４ 減少傾向 ⑨

男性 ２８．０％ H２４ ２０％

女性 ２０．２％ H２４ １５％

ＢＭＩ　１８．５未満 ２０歳代 妊婦 １７．１％ H２４ １２％ ⑥

ＢＭＩ　２０以下 ６５歳以上 男女 １９．１％ H２３ ２２％ ⑤

健診受診率 ４０～７４歳 男女 ３４．１％ H２４ ６０％（H29）

保健指導実施率 ４０～７４歳 男女 ４９．８％ H２４ ６０％（H29）

該当者の割合 ４０～７４歳 男女 １６．４％ H２４ １２％（H27）

予備群者の割合 ４０～７４歳 男女 １１．１％ H２４ ８％（H27）

４０～７４歳 男女 ５．９％ H２４ ５％

男性 ６．９％ H２４ ６．２％

女性 １０．１％ H２４ ８．８％

４０～７４歳 男女 ８．２％ H２４ ８％

４０～７４歳 男女 ３２．９％ H２４ ２５％

全市民 男女 ２７人 H２４ ２０人 ⑩

男性 ３７．２ H２２ ３１．３

女性 １６．１ H２２ １４．８

男性 ２２．９ H２２ １９．８

女性 ９．８ H２２ ８．８

２０～６０歳代 男女 ４１．２％ H２５ ６０％ ③

むし歯のない子どもの割合 ３歳児 男女 ７３．５％ H２４ ８０％ ①

フッ化物洗口実施者の割合 小学生 男女 ０％ H25 ７５％（H３１） ⑪

中学1年生 男女 ０．８本 H２４ ０．６本 ⑫

４０歳代 男女 ４７．０％ H２５ ７５％

６０歳代 男女 ５２．９％ H２５ ７０％

８０歳代 男女 ５０％ ⑬

④

④

過去1年間に歯科健診を受けた人の割合

生徒の一人平均う歯数

喪失歯のない人の割合

自分の歯を２０歯以上有する人の割合

③

歯
・
口
腔

今後把握

⑧
急性心筋梗塞年齢調整死亡率
（人口１０万人あたり）

全市民

自分の歯を２４歯以上有する人の割合

分
野

循
環
器
疾
患
・
糖
尿
病
な
ど

やせの人の割合

特定健診・保健指導
実施率

糖尿病未治療者の割合
　（HbA1c（ＮＧＳＰ）が６．５％以上で内服していない）

メタボリックシドローム
の状況

糖尿病有病者の割合
　（HbA1c（ＮＧＳＰ）が６．５％以上または内服している）

ＢＭＩ  　２５以上

肥満の人の割合

区分

人工透析新規導入者の割合

４０～７４歳

高血圧（Ⅱ度以上）の人の割合

脂質異常症の人の割合
　（LDLコレステロールが１６０㎎/ｄｌ以上）

全市民

指　　　　標

４０～７４歳

低出生体重児の割合

市の現状 データ

※

脳血管疾患年齢調整死亡率
（人口１０万人あたり）

*14

*15

*16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①： 大村市３歳児健康診査 ⑧： 長崎県衛生統計年報 

②： 全国学力・学習状況調査 ⑨： 学校保健調査 

③： 大村市食育市民アンケート調査 ⑩： 長崎県腎不全協会報告 

④： 大村市国保特定健診保健指導報告 ⑪： 大村市学校教育課報告 

⑤： 大村市日常生活圏域ニーズ調査 ⑫： 大村東彼歯科医師会口腔実態調査 

⑥： 大村市妊娠届 ⑬： 大村市２次予防事業対象者把握 

⑦： 長崎県がん対策情報   

*14 カウプ指数：３か月以上から５歳児までの身長と体重のバランスをみる指数 

*15 ＢＭＩ：成人の肥満度を表す体格指数 

*16 う歯数：未治療のむし歯と治療済みのむし歯とむし歯により喪失した歯を合わせた数 

※データ元 
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◆◆◆ 糖尿病とＨｂＡ１ｃ（ヘモグロビンエーワンシー） ◆◆◆ 

糖尿病 

膵臓から分泌されるインスリンの分泌量低下、インスリン抵抗性などインスリンの作用不足により

慢性的に高血糖が続く疾患。循環器疾患の危険因子でもあり、神経障害、網膜症、腎症、足病変とい

った合併症により生活の質に多大な影響を及ぼす。 

 

ＨｂＡ１ｃ （ヘモグロビンエーワンシー） 

    赤血球の中にある全身に酸素を運んでいるヘモグロビンに、血液中の余分なブドウ糖が結合したも

ので、糖尿病の診断やコントロール状況をみるための検査。これまで、日本独自の「ＪＤＳ値」を使

っていたが、平成２５年４月から国際基準である「ＮＧＳＰ値」を使用している。 

※ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ値）の区分について 

HbA1c値 区 分 

～5.5％ 正常 

5.6～5.8％ 正常高値 

5.9～6.4％ 糖尿病の可能性を否定できない 

6.5～7.3％ 糖尿病 

7.4～8.3％ 糖尿病（合併症の危険性が高まる） 

8.4％～ 糖尿病（網膜症の発症の危険性が著明に高くなる） 

 

 

◆◆◆ ＬＤＬコレステロール ◆◆◆ 

脂質異常症を診断する各検査の中の一つ。心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患の発症、死亡の危 

険性が明らかに上昇するのが、総コレステロール２４０mg/dl以上に相当するＬＤＬコレステロール 

１６０㎎/dl以上と言われている。 

 

 

◆◆◆ 成人における血圧値の分類 ◆◆◆ 

分類 収縮期(mmHg)     拡張期(mmHg) 

正常血圧  ＜130    かつ   ＜85  

正常高値血圧 130～139  または  85～89 

Ⅰ度高血圧 140～159  または  90～99 

Ⅱ度高血圧 160～179  または  100～109 

Ⅲ度高血圧  ≧180   または   ≧110 
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